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(57)【要約】
【課題】燃料電池装置のパッケージ換気とプロセス排気
の最適化を図り、可燃性ガス漏洩管理という面からも効
率的なものとする。
【解決手段】燃料電池装置は、隔壁２１によって燃料・
モータ室２と電気室１とに区画された筐体２０と、燃料
・モータ室２内の上部に配置されて燃料・モータ室２内
の空気を吸い出す換気ファン４と、換気ファン４からの
空気と燃料・モータ室２内で生じたプロセス排気８とを
燃料・モータ室２内の上部で吸い込んで燃料・モータ２
室の下部の排気口５から筐体２０外に排出する排気ダク
ト７と、を有する。電気室１の下部に吸気口３が形成さ
れ、吸気口３から電気室１内に吸引された空気が、隔壁
２１の隙間を通って燃料・モータ室２内に導かれ、換気
ファン４および排気ダクト７を介してプロセス排気とと
もに排気ダクト７を通じて筐体２０の外部に排出される
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隔壁によって燃料・モータ室と電気室とに区画された筐体と、
　前記燃料・モータ室内に収容された燃料電池本体および改質装置と、
　前記電気室内に収容されて前記燃料電池本体で生じた直流を交流に変換するインバータ
と、
　前記電気室内に収容されて前記燃料電池本体を制御する制御装置と、
　前記燃料・モータ室内の上部に配置されて前記燃料・モータ室内の空気を吸い出す換気
ファンと、
　前記換気ファンからの空気と前記燃料・モータ室内で生じたプロセス排気とを前記燃料
・モータ室内の上部で吸い込んで前記燃料・モータ室の下部の排気口から前記筐体外に排
出する排気ダクトと、
　を有し、
　前記電気室の下部に吸気口が形成され、その吸気口から前記電気室内に吸引された空気
が、前記隔壁の隙間を通って前記燃料・モータ室内に導かれ、前記換気ファンおよび排気
ダクトを介して前記プロセス排気とともに前記排気ダクトを通じて前記筐体の外部に排出
されるように構成されていることを特徴とする燃料電池発電装置。
【請求項２】
　前記排気口が前記燃料・モータ室の側面に設けられていることを特徴とする請求項１に
記載の燃料電池発電装置。
【請求項３】
　前記排気ダクトの排気口が前記燃料・モータ室の底面に設けられていることを特徴とす
る請求項１に記載の燃料電池発電装置。
【請求項４】
　前記排気ダクトの底面にドレン排水口が設けられていることを特徴とする請求項１ない
し請求項３のいずれか一項に記載の燃料電池発電装置。
【請求項５】
　前記排気ダクト内に吸音材が取り付けられていることを特徴とする請求項１ないし請求
項４のいずれか一項に記載の燃料電池発電装置。
【請求項６】
　隔壁によって燃料・モータ室と電気室とに区画された筐体を有し、前記燃料・モータ室
内に燃料電池本体および改質装置が収容され、前記燃料電池本体で生じた直流を交流に変
換するインバータと前記燃料電池本体を制御する制御装置とが前記電気室内に収容されて
いる燃料電池発電装置の換気装置であって、
　前記燃料・モータ室内の上部に配置されて前記燃料・モータ室内の空気を吸い出す換気
ファンと、
　前記換気ファンからの空気と前記燃料・モータ室内で生じたプロセス排気とを前記燃料
・モータ室内の上部で吸い込んで前記燃料・モータ室の下部の排気口から前記筐体外に排
出する排気ダクトと、
　を有し、
　前記電気室の下部に吸気口が形成され、その吸気口から前記電気室内に吸引された空気
が、前記隔壁の隙間を通って前記燃料・モータ室内に導かれ、前記換気ファンおよび排気
ダクトを介して前記プロセス排気とともに前記排気ダクトを通じて前記筐体の外部に排出
されるように構成されていることを特徴とする燃料電池発電装置の換気装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、燃料電池本体などを収容する燃料・モータ室（本体室）とインバータなど
を収容する電気室とに区画された筐体を有する燃料電池発電装置とその換気装置に関する
。
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【背景技術】
【０００２】
　燃料が有している化学エネルギーを直接電気に変換するシステムとして燃料電池が知ら
れている。この燃料電池は、燃料である水素と酸化剤である酸素とを電気化学的に反応さ
せて直接電気を取り出すものであり、高い発電効率で電気エネルギーを取り出すことがで
きると同時に、静かで有害排気を出さないという環境性に優れた特徴を有する発電装置で
ある。特に、最近では小型のＰＥＦＣ（固体高分子形燃料電池）の開発が活性化し、家庭
用燃料電池システムの普及も間近な状況となっている。
【０００３】
　ところで、この燃料電池発電装置は、水素発生装置（燃料改質装置）、発電部である燃
料電池本体、燃料電池本体より発電された直流電圧を交流電圧に変換するインバータ、制
御装置、熱交換器、反応器、回転器などから構成されている。これらの構成要素は１つま
たは複数のエンクロージャ（筐体）に収容され、一体のパッケージ内に組み込まれている
。したがって、都市ガスやＬＰＧなど化石燃料を使用する当該燃料電池発電装置において
、パッケージ換気による可燃性ガス漏洩管理やプロセス排気に対する外部環境性維持は、
安定した運転を継続させるために重要なものとなっている。
【０００４】
　図４は、従来の燃料電池発電装置のパッケージ換気とプロセス排気構造を示す図である
。筐体２０は隔壁２１によって、燃料・モータ室２と電気室１とに区画されており、燃料
・モータ室２には、水素発生装置（燃料改質装置）、燃料電池本体、熱交換器、反応器、
回転器などが収容されている。一方、電気室１には、燃料電池本体より発電された直流電
圧を交流電圧に変換するインバータ、制御装置などの電気品が収容されている。
【０００５】
　燃料・モータ室２には換気ファン４が設けられ、吸気口３から取り入れられた空気が前
記機器類周辺を通過し、換気ファン４によりプロセス排気８と混合され、外部パネルによ
り下部側面に導入された後、パッケージ外へ放出される。さらに、換気ファン４入口には
可燃性ガス検知器６が取り付けられ、万が一パッケージ内で可燃性ガスが一定量以上漏洩
した場合は、可燃性ガス検知器６による漏洩検知により、燃料電池発電装置は保護停止さ
れる。
【０００６】
　さらに、外部環境性維持という観点から、燃料電池発電装置からの排気ガスを建物の屋
根部または側壁に設けたダクトもしくは煙突から導出する方法（特許文献１）などが提案
されている。また、可燃性ガス漏洩管理という面では、パッケージ側面上部から燃料電池
発電装置の排気ガスを排出する構造（特許文献２，３）などが提案されている。
【特許文献１】特開２００５－６３６９７号公報
【特許文献２】特開２００４－２５９４９１号公報
【特許文献３】特開２００２－１７５８２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述のように、これまでの提案は外部環境性や可燃性ガス漏洩管理という面で一定の効
果が得られているが、排気構造が複雑であった。
【０００８】
　そこで、本発明は、燃料電池装置のパッケージ換気とプロセス排気の更なる最適化を図
り、可燃性ガス漏洩管理という面からも効率的な燃料電池装置とその換気装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明に係る燃料電池発電装置は、隔壁によって燃料・モ
ータ室と電気室とに区画された筐体と、前記燃料・モータ室内に収容された燃料電池本体
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および改質装置と、前記電気室内に収容されて前記燃料電池本体で生じた直流を交流に変
換するインバータと、前記電気室内に収容されて前記燃料電池本体を制御する制御装置と
、前記燃料・モータ室内の上部に配置されて前記燃料・モータ室内の空気を吸い出す換気
ファンと、前記換気ファンからの空気と前記燃料・モータ室内で生じたプロセス排気とを
前記燃料・モータ室内の上部で吸い込んで前記燃料・モータ室の下部の排気口から前記筐
体外に排出する排気ダクトと、を有し、前記電気室の下部に吸気口が形成され、その吸気
口から前記電気室内に吸引された空気が、前記隔壁の隙間を通って前記燃料・モータ室内
に導かれ、前記換気ファンおよび排気ダクトを介して前記プロセス排気とともに前記排気
ダクトを通じて前記筐体の外部に排出されるように構成されていることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る燃料電池発電装置の換気装置は、隔壁によって燃料・モータ室と電
気室とに区画された筐体を有し、前記燃料・モータ室内に燃料電池本体および改質装置が
収容され、前記燃料電池本体で生じた直流を交流に変換するインバータと前記燃料電池本
体を制御する制御装置とが前記電気室内に収容されている燃料電池発電装置の換気装置で
あって、前記燃料・モータ室内の上部に配置されて前記燃料・モータ室内の空気を吸い出
す換気ファンと、前記換気ファンからの空気と前記燃料・モータ室内で生じたプロセス排
気とを前記燃料・モータ室内の上部で吸い込んで前記燃料・モータ室の下部の排気口から
前記筐体外に排出する排気ダクトと、を有し、前記電気室の下部に吸気口が形成され、そ
の吸気口から前記電気室内に吸引された空気が、前記隔壁の隙間を通って前記燃料・モー
タ室内に導かれ、前記換気ファンおよび排気ダクトを介して前記プロセス排気とともに前
記排気ダクトを通じて前記筐体の外部に排出されるように構成されていることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、燃料電池発電装置のパッケージ内の環境温度管理という面から効率的
な換気構造を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。ここで、互いに同一ま
たは類似の部分には共通の符号を付して、重複説明は省略する。
【００１３】
　　［第１の実施形態］
　図１は、本発明に係る燃料電池発電装置の第１の実施形態を示す模式的斜視図である。
【００１４】
　燃料電池発電装置全体が一つの筐体２０内に収容されている。筐体２０は、隔壁２１に
よって電気室１と燃料・モータ室２とに区画されている。燃料・モータ室２には、燃料電
池本体のほか、改質装置（水素発生装置）、熱交換器、反応器、回転機など（図示を省略
）が収容されている。また、電気室１には、燃料電池本体により発電された直流電圧を交
流電圧に変換するインバータや、燃料電池発電装置を制御する制御装置などの電気品（図
示を省略）が収容されている。
【００１５】
　隔壁２１には隙間があって、電気室１と燃料・モータ室２の間を漏洩する空気流ができ
るようになっている。
【００１６】
　電気室１の側壁下部には、外部空気を筐体２０内に取り込むための吸気口３が設けられ
ている。燃料・モータ室２の側壁近くの上部には換気ファン４が設けられ、燃料・モータ
室２内のパッケージ空気１０を、排気ダクト７を通じて外部に排出できるようになってい
る。排気ダクト７は燃料・モータ室２の上部から下部に向かって鉛直に延び、排気ダクト
７の下部に設けられた排気口５が筐体２０の外に向かって開いている。さらに、燃料電池
本体や改質装置から排出されたプロセス排気８が排気ダクト７の上部に排出され、換気フ
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ァン４から送られた空気とともに排気ダクト７を通じて筐体２０外に排出されるようにな
っている。
【００１７】
　換気ファン４の上流側の燃料・モータ室２内には可燃性ガス検知器６が取り付けられて
いる。万が一パッケージ内で可燃性ガスが一定量以上漏洩した場合は、可燃性ガス検知器
６によってその漏洩が検知され、それによって燃料電池発電装置が保護停止されるように
なっている。
【００１８】
　この実施形態によれば、吸気口３から電気室１に流入して電気室１内を冷却した空気は
、隔壁２１の隙間を通って燃料・モータ室２へ流入し、排気ダクト７を通って筐体２０外
に排出される。吸気口３と換気ファン４がほぼ対角位置にあり、しかも、吸気口３が電気
室１の下部に位置し、換気ファン４が燃料・モータ室２の上部に位置することから、筐体
２０内の滞留部を減らして効率よく換気することができる。
【００１９】
　この実施形態では、従来と異なり、外部パネルに特別な加工を施すことなく、安全に筐
体２０の下部側面から排気をすることができる。また、従来と比較して吸気口３の反対側
側面に設置された換気ファン４により、空気の滞留部分が少ない換気が実現できる。また
、換気ファン４の入口部に配置された可燃性ガス検知器６によって漏洩検知ができる。
【００２０】
　以上述べた構成・作用により、従来の換気ファンの仕様を変更することなく空気の滞留
部分が少ない効率的な換気をすることが可能となり、安全性の面で優れた機能を発揮でき
る。
【００２１】
　　［第２の実施形態］
　図２は，本発明に係る燃料電池発電装置の第２の実施形態を示す模式的斜視図である。
この実施形態では、第１の実施形態と異なり、排気ダクト７の底面に排気口５を設け、外
部パネルに特別な加工を施すことなく、安全にパッケージ下部から排気をすることができ
る。
【００２２】
　また、排気口５を底面に配置することにより、雨水や粉塵など異物の混入を可及的に防
ぐことができ、安定した燃料電池発電装置の運転を継続できる。
【００２３】
　以上述べた構成・作用により、従来の換気ファンの仕様を変更することなく空気の滞留
部分が少ない効率的な換気をすることが可能となり、安全性の面で優れた機能を発揮でき
る。
【００２４】
　　［第３の実施形態］
　図３は、本発明に係る燃料電池発電装置の第３の実施形態における排気ダクトを示す模
式的斜視図である。この排気ダクト７は、第１の実施形態の燃料電池発電装置（図１）と
同様に、燃料・モータ室２内に配置される。排気ダクト７の上部にはプロセス排気入口９
とパッケージ空気入口１１とが設けられている。また、排気ダクト７の底部にはドレン排
出口１３が設けられている。また、排気ダクト７の内面には吸音材１２が取り付けられて
いる。
【００２５】
　燃料・モータ室２内のパッケージ空気１０はパッケージ空気入口１１から排気ダクト７
上部に導入され、燃料電池本体などからのプロセス排気８はプロセス排気入口９から排気
ダクト７上部に導入されて、排気ダクト７内で混合する。排気ダクト７内の混合ガスは、
排気ダクト７下部側面の排気口５から、外部へ放出される。一方、排気ダクト７底面に溜
まった凝縮水はドレン排水口１３から外部に排水される。
【００２６】
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　この実施形態によれば、第１および第２の実施形態における機能に加え、換気ファンの
騒音を可及的に低減することにより、外部環境面でも優れた機能を発揮できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る燃料電池発電装置を示す模式的斜視図。
【図２】本発明の第２の実施形態に係る燃料電池発電装置を示す模式的斜視図。
【図３】本発明の第３の実施形態に係る燃料電池発電装置における排気ダクトを示す模式
的斜視図。
【図４】従来の燃料電池発電装置を示す模式的斜視図。
【符号の説明】
【００２８】
１…電気室
２…燃料・モータ室
３…吸気口
４…換気ファン
５…排気口
６…可燃性ガス検知器
７…排気ダクト
８…プロセス排気
９…プロセス排気入口
１０…パッケージ空気
１１…パッケージ空気入口
１２…吸音材
１３…ドレン排水口
２０…筐体
２１…隔壁
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